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�愛媛県告示第７３５号
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１４４条の９第３項の規定に基

づき、次のとおり特約業者の指定を取り消した。

平成２５年６月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７３６号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５０条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者の指定を取り消した。

平成２５年６月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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氏名又は名称及び
代 表 者 の 氏 名

主 た る 事 務 所 又 は
事 業 所 の 所 在 地

取 消
年 月 日

喜多石油株式会社
代表取締役 上田幸代 大洲市長浜甲６８７番地５ 平成２５年

５月３１日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

取消しに係る指定障害福祉サービス事業所
取 消
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０２０００５９ アキラ産業有限会社 今治市松本町５丁目２
番地３ 田 坂 力 就労移行支援 ドリーム工房 今治市八町東６丁目４

番２２号
平成２５年
７月３１日

３８１０２０００５９ アキラ産業有限会社 今治市松本町５丁目２
番地３ 田 坂 力 就労継続支援

Ｂ型 ドリーム工房 今治市菊間町浜１１４７番
地３

平成２５年
７月３１日

毎週（火・金）曜日発行 第２４８０号 平成２５年６月２１日

平成２５年６月２１日金曜日 第２４８０号

愛 媛 県 報

４８１
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�愛媛県告示第７３７号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２５年６月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

西条市丹原町明河６号１９番、６号２６８番、６号２７４番から６号２７

６番まで、６号２７９番、６号２８０番、６号２８２番から６号２８５番まで、

６号２８６番１、６号７１８番、６号８３５番

２ 指定の目的
かん

水源の涵養

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

６号１９番・６号２７５番・６号２７６番・６号２８０番・６号８３５番

（以上５筆について次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７３９号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局建設部及び市役所

において縦覧に供する。

平成２５年６月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

坂下津Ｂ

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１６号までを順次

結んだ線、標柱１６号と標柱１７号を市道坂下津４１号北側官民境界線で

結んだ線、標柱１７号から標柱１９号までを順次結んだ線及び標柱１９号

と標柱１号を県道無月宇和島線北側官民境界線で結んだ線に囲まれ

た区域

�������
�愛媛県告示第７４０号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、四国中央市長から次のとおり公共測量

を実施する旨の通知があった。

平成２５年６月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（ＭＭＳ測量）

２ 作業期間 平成２５年６月１５日から

１０月３１日まで

３ 作業地域 四国中央市内

�������
�愛媛県告示第７４１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市三芳土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

�愛媛県告示第７３８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第２号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２５年６月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２４）第１３８４８号 平成２４年
１０月１７日 有限会社愛光電気 松田 勉 八幡浜市向灘２１６番地 平成２５年

６月１１日 電気工事業

有限会社愛光電
気の役員が建設
業法第８条第１０
号に定める欠格
要件に該当する
ことが判明した
ため。

（特－２２）第１３１３３号 平成２２年
７月２５日 株式会社松田工業 松田 頼明 八幡浜市川之内２番耕地

７番地１
平成２５年
６月１１日

土木工事業
とび・土工工事業
ほ装工事業
しゅんせつ工事業

株式会社松田工
業の役員が建設
業法第８条第１０
号に定める欠格
要件に該当する
ことが判明した
ため。

市 町 地 番 標 柱

宇和島市 坂下津 甲３０４番１ １号

甲２９９番 ２、３、４号

丙１２４番１ ５号

丙１１３番１ ６号

丙１１３番２ ７号

甲２７５番１ ８、９号

甲２７２番５ １０号

甲２４５番 １１、１２号

甲２４２番１ １３号

甲５９０番８ １４号

甲２３６番 １５、１６号

甲２３９番１ １７号

甲２８１番１ １８号

甲２９０番１ １９号

愛 媛 県 報平成２５年６月２１日 第２４８０号

４８２



旨の届出があった。

平成２５年６月２１日

愛媛県東予地方局長 俊 野 健 治

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第７４２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市吉岡土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２５年６月２１日

愛媛県東予地方局長 俊 野 健 治

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第７４３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

四国中央市三島土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成２５年６月２１日

愛媛県東予地方局長 俊 野 健 治

就 任

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 莖 田 元 近 西条市三芳９４７番地２

〃 豊 田 理 雄 西条市三芳２１７０番地

〃 藤 原 靖 久 新居浜市東田三丁目２８番地の１３

〃 � 松 好 和 西条市三芳２０２２番地

〃 垂 水 波四郎 西条市三芳１９８６番地

〃 内 藤 彊 西条市三芳１１９７番地

〃 曾 我 良 男 西条市三芳１５５５番地１

〃 日和佐 廣 昭 西条市三芳１０８４番地

〃 垂 水 司 西条市三芳１９６４番地

〃 行 本 清 西条市三芳１６８８番地２

〃 行 本 堯 西条市三芳１６１９番地２

〃 近 藤 利 夫 西条市三芳１１９０番地

〃 武 田 秋 義 西条市三芳２０４番地

〃 渡 邉 信 義 西条市三芳１７２２番地１

〃 莖 田 常 秋 西条市三芳１９８０番地

監 事 豊 田 明 夫 西条市三芳２１６７番地２

〃 垂 水 文 孝 西条市三芳９１７番地

〃 立 野 宜 弘 西条市三芳１２８番地

〃 山 内 哲 西条市三芳１６３２番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 莖 田 元 近 西条市三芳９４７番地２

〃 松 木 正 西条市三芳２１２０番地

〃 藤 原 靖 久 西条市三芳２０６１番地

〃 � 松 好 和 西条市三芳２０２２番地

〃 垂 水 波四郎 西条市三芳１９８６番地

〃 内 藤 彊 西条市三芳１１９７番地

〃 日和佐 廣 昭 西条市三芳１０８４番地

〃 垂 水 司 西条市三芳１９６４番地

〃 行 本 清 西条市三芳１６８８番地２

〃 行 本 堯 西条市三芳１６１９番地２

〃 近 藤 利 夫 西条市三芳１１９０番地

〃 武 田 秋 義 西条市三芳２０４番地

〃 渡 邉 信 義 西条市三芳１７２２番地１

〃 莖 田 常 秋 西条市三芳１９８０番地

監 事 青 野 道 男 西条市三芳１１１０番地

〃 垂 水 文 孝 西条市三芳９１７番地

〃 豊 田 明 夫 西条市三芳２１６７番地２

〃 安 藤 治 見 西条市三芳１８０１番地１２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 越 智 喜代晴 西条市広岡４１０番地

〃 十 亀 常 由 西条市安用甲７４３番地

〃 河 上 嘉 文 西条市広岡２１６番地２

〃 宮 田 隆 司 西条市上市５６番地

〃 大 西 強 西条市安用５８５番地

〃 大 澤 正 明 西条市安用甲１６４番地２

監 事 鈴 木 尊 則 西条市安用出作１３７番地

〃 近 藤 康 夫 西条市上市甲６５６番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 越 智 喜代晴 西条市広岡４１０番地

〃 十 亀 常 由 西条市安用７４３番地

〃 鈴 木 尊 則 西条市安用出作１４３番地

〃 河 上 嘉 文 西条市広岡２１６番地２

〃 宮 田 隆 司 西条市上市５６番地

〃 大 澤 美 敏 西条市上市２０３番地

監 事 大 西 強 西条市安用５８５番地

〃 高 橋 哲 朗 西条市上市甲２５２番地５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 鈴 木 清 雄 四国中央市下柏町５２３

〃 � 橋 孝 四国中央市上柏町３３４

〃 三 宅 繁 博 四国中央市下柏町１１２１

〃 高 橋 薫 四国中央市中曽根町２４５－３

〃 宮 � 英 秋 四国中央市中之庄町１２５９

〃 森 英 雄 四国中央市三島宮川２丁目１－５１

〃 佐々木 守 一 四国中央市寒川町４６７

〃 飛 鷹 定 男 四国中央市寒川町３６３７

〃 宮 崎 武 司 四国中央市寒川町２８２２

〃 井 原 治 明 四国中央市豊岡町長田８９－１

〃 白 峰 精一郎 四国中央市豊岡町大町９１２

〃 星 川 久 幸 四国中央市豊岡町五良野２５４－１

〃 鎌 倉 敏 行 四国中央市富郷町豊坂１７１

〃 藤 田 康 雄 四国中央市富郷町津根山５２－１

監 事 菰 田 克 彦 四国中央市下柏町２５２－１

〃 飛 鷹 総 慶 四国中央市寒川町３０９３－１

〃 曽我部 朝 紘 四国中央市豊岡町大町１８８２－１

愛 媛 県 報平成２５年６月２１日 第２４８０号

４８３
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�愛媛県告示第７４５号
介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第３条第１項第２号

の規定により、次のとおり介護員養成研修事業者を指定した。

平成２５年６月２１日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�������
�愛媛県告示第７４７号
吉田町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業（維

持管理）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年

法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の

規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２５年６月２１日

愛媛県南予地方局長 三 好 伊佐夫

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 吉田町土地改良区 土地改良事業（維持管理）計画書の写し

� 吉田町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２５年６月２１日から７月２２日まで

３ 縦覧場所

宇和島市役所吉田支所

�愛媛県告示第７４４号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２５年６月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７４６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２５年６月２１日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第７４８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２５年６月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 野 村 巖 四国中央市上柏町５５５－３

〃 鈴 木 清 雄 四国中央市下柏町５２３

〃 三 宅 繁 博 四国中央市下柏町１１２１

〃 高 橋 薫 四国中央市中曽根町２４５－３

〃 森 英 雄 四国中央市三島宮川２丁目１－５１

〃 宮 � 英 秋 四国中央市中之庄町１２５９

〃 飛 鷹 総 慶 四国中央市寒川町３０９３－１

〃 佐々木 守 一 四国中央市寒川町４６７

〃 宮 崎 武 司 四国中央市寒川町２８２２

〃 白 峰 精一郎 四国中央市豊岡町大町９１２

〃 星 川 久 幸 四国中央市豊岡町五良野２５４－１

〃 井 原 治 明 四国中央市豊岡町長田８９－１

〃 鎌 倉 敏 行 四国中央市富郷町豊坂１７１

〃 近 藤 常 房 四国中央市富郷町寒川山３９３

監 事 石 村 幸 雄 四国中央市上柏町９４５

〃 篠 原 芳 夫 四国中央市具定町１８４

〃 曽我部 朝 紘 四国中央市豊岡町大町１８８２－１

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２２）第１４６９８号 平成２３年
１月２５日 三田板金工業 三田 次郎 今治市桜井１－１１－４１ 平成２５年

５月１５日 熱絶縁工事業 建設業の廃止

（般－２２）第５５４２号 平成２２年
８月３１日 伊藤善建設工業� 伊藤 晴友 西条市氷見丙３７３－１ 平成２５年

５月２３日
管工事業
造園工事業

建設業の廃止
（一部）

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２５中局建（開）第１４号

平成２５年６月１１日
伊予郡松前町大字上高柳字千代前１３０番２

伊予郡松前町大字北川原６９３番地１２

橘 克 典

介護員養成研修事業者
の名称又は氏名

介護員養成研修事業者
の所在地又は住所 研修の課程 指 定

年 月 日

株式会社ビーイング
松山市福音寺町４１番地
３愛光マンション１０５
号

介護職員初
任者研修に
関する課程

平成２５年
６月２１日

愛 媛 県 報平成２５年６月２１日 第２４８０号

４８４
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第４１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成２５年６月２１日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１８４，３６６

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２３，６８８

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４８，０４６

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２５年６月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２５年６月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（特－２２）第１７２９号 平成２２年
６月３日 �りくう 福山 茂幸 喜多郡内子町平岡甲１２９４

－１
平成２５年
５月１５日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、鋼構造物工事業
ほ装工事業
しゅんせつ工事業
塗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－２２）第３１６２号 平成２２年
５月２日 小倉建設 小倉 周 大洲市柚木２６５－３ 平成２５年

５月２９日 左官工事業 建設業の廃止

（般－２０）第１５５１４号 平成２１年
３月２２日 寺岡建築 寺岡 和男 大洲市菅田町宇津甲３３４ 平成２５年

５月２９日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２１）第１４４６２号 平成２２年
３月２日 大程建設 大程 博 喜多郡内子町大瀬東３５６５ 平成２５年

５月３１日
建築工事業
大工工事業 建設業の廃止

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２５年６月４日 ＮＰＯ法人 愛媛県太極拳協会 大 西 英 一 松山市桑原６丁目７番３号 この法人は、太極拳の健全な発展と普及に努め、
地域住民に対する指導、研修活動、各種事業を
通じて、体の健康保持はもとより、心の平安の
維持に寄与することを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２５年６月４日 特定非営利活動法人
龍馬学援隊 酒 井 一 若 松山市北井門二丁目９番２１号 この法人は、青少年等に対して、健全な日本人

の自覚を育て、坂本龍馬的発想と行動力の涵養
に関連する事業等を行い、明るい未来を築く青
少年等が誕生することを目的とする。

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４３，６６９ １４，５５７

南 宇 和 郡 ２０，７６０ ６，９２０

松山市・上浮穴郡 ４２９，０８５ １３８，１８１

今 治 市 ・ 越 智 郡 １４５，５８２ ４８，５２８

宇和島市・北宇和郡 ８３，４８４ ２７，８２８

八幡浜市・西宇和郡 ４１，６０５ １３，８６９

新 居 浜 市 １０１，６２７ ３３，８７６

西 条 市 ９２，９９２ ３０，９９８

愛 媛 県 報平成２５年６月２１日 第２４８０号

４８５
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�愛媛県選挙管理委員会告示第４２号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成２５年６月２１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第４３号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２５年６月２１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５４，２５８ １８，０８６

伊 予 市 ３２，０６６ １０，６８９

四 国 中 央 市 ７５，５３７ ２５，１７９

西 予 市 ３５，６２２ １１，８７４

東 温 市 ２８，０７９ ９，３６０

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

中平まさし後援会 入 江 定 浩 中 平 美代子 宇和島市遊子２５３９－９ 平成２５年５月１日

自由民主党愛媛県伊予市第二支部 大 西 誠 藤 井 祐一郎 伊予市下吾川２０４５－５ 平成２５年５月１４日 政党の支部

みんなの党愛媛県支部 横 山 博 幸 宇佐美 幹 郎 松山市天山三丁目１３－１５ 平成２５年５月１５日 政党の支部

梶原時義後援会 大 東 功 大 東 ひろみ 松山市萱町二丁目１－２ 平成２５年５月１６日

佐々木加代子後援会 佐々木 加代子 佐々木 正 美 八幡浜市五反田一番耕地６８７－４ 平成２５年５月１６日

本田きよし後援会 好 永 定 大 原 敬 二 松山市余戸東三丁目８－３０ 平成２５年５月２３日

すてきな町づくり応援隊 柳 田 耕 造 小 野 和 博 松山市南高井町１９８４－２ 平成２５年５月２８日

村上しょうへい後援会 二 宮 正 受 松 浦 誠 大洲市菅田町菅田甲３０３５－１ 平成２５年５月３０日

政治団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日 備 考

高橋英行後援会 主たる事務所の所在地 八幡浜市沖新田１５２６－２６ 八幡浜市１２８０－２ 平成２５年５月７日

自由民主党伊予三島支部 会 計 責 任 者 山 本 照 男 井 川 剛 平成２５年５月８日 政党の支部

新党大日本健嵐会 会 計 責 任 者 秋 月 一 彦 藤 本 公 一 平成２５年５月１３日

民主党愛媛県第４区総支
部 主たる事務所の所在地 八幡浜市江戸岡一丁目１－１ 八幡浜市１２８０－２ 平成２５年５月１３日 政党の支部

自由民主党愛媛県大洲市
第一支部 会 計 責 任 者 田 丸 司 大 石 真 三 平成２５年５月１４日 政党の支部

自由民主党西予支部 主たる事務所の所在地 西予市宇和町常定寺４６０ 西予市宇和町常定寺４６１ 平成２５年５月１４日 政党の支部

西田洋一後援会 会 計 責 任 者 田 丸 司 大 石 真 三 平成２５年５月１４日

民主党愛媛県第４区総支
部 代 表 者 永 江 孝 子 白 石 洋 一 平成２５年５月１４日 政党の支部

村上誠一郎後援会 代 表 者 矢 野 寿 樹 大 橋 和 彦 平成２５年５月２８日

愛媛県産業廃棄物協会地
区政治連盟 会 計 責 任 者 矢 野 隆 司 金 子 敏 明 平成２５年５月３１日

愛 媛 県 報平成２５年６月２１日 第２４８０号
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雑 報

�愛媛県選挙管理委員会告示第４４号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成２５年６月２１日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

�公 告

対象事業の廃止等について

環境影響評価法（平成９年６月１３日法律第８１号）第３０条第１項の

規定により、次の対象事業について、事業内容を修正し、同法第２

条第２項に規定する第一種事業又は同条第３項に規定する第二種事

業のいずれにも該当しないこととなったため、対象事業の廃止等に

ついて、次のとおり公告します。

平成２５年６月２１日

太陽産業株式会社 代表取締役 渡 部 勉

１ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

� 事業者の名称 太陽産業株式会社

� 代表者の氏名 代表取締役 渡部 勉

� 主たる事務所の所在地 愛媛県松山市土居田町１３２番地１０

２ 対象事業の名称、種類及び規模

� 名称 南愛媛第二風力発電事業

� 種類 風力発電所の設置の工事の事業

� 規模 最大３０，０００ｋＷ（１，０００ｋＷ～２，０００ｋＷ級風力発電機

１５～１８基）

３ 環境影響評価法第３０条第１項各号のいずれかに該当することと

なった旨及び該当した号

� 該当することとなった旨

事業縮小による最大３０，０００ｋＷ（１，０００～２，０００ｋＷ級風力発

�愛媛県選挙管理委員会告示第４５号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により、次のとおり資金管理団体の届出があった。

平成２５年６月２１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第４６号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定により、次のとおり資金管理団体の解散の届出があった。

平成２５年６月２１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第４７号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定により、次のとおり資金管理団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２５年６月２１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

子 供 の 未 来 を 考 え る 会 田 中 昭 生 平成２５年４月２５日

中 村 た す く 後 援 会 中 村 佑 平成２５年４月２５日

柳 田 お さ む 後 援 会 柳 田 耕 造 平成２５年５月１日

希 望 横 山 博 幸 平成２５年５月１３日
政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

日 和 佐 な お し 後 援 会 日和佐 直 平成２５年１月１７日

資金管理団体の
届出をした者の
氏名

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 代表者の氏名 届 出 年 月 日

佐々木 加代子 八幡浜市議会議員 佐々木加代子後援会 八幡浜市五反田１番耕地６８７－４ 佐々木 加代子 平成２５年５月１６日

届出をした者の
氏名 公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

資金管理団体で
なくなった旨の
届出年月日

備 考

中 村 佑 伊予市長 中村たすく後援会 伊予市上唐川甲４３９ 中 村 佑 平成２５年５月２０日

資金管理団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日 備 考

高橋英行後援会 主たる事務所の所在地 八幡浜市沖新田１５２６－２６ 八幡浜市１２８０－２ 平成２５年５月７日
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電機１５～１８基設置）から６，０００ｋＷ（２，０００ｋＷ×３基）へ変更

のため。

� 該当した号 第２号

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成２５年６月１１日次のとおり裁決手続開始の決定をしたので公告する。

平成２５年６月２１日

愛媛県収用委員会

会長 市 川 武 志

１ 起業者の名称

愛媛県

２ 事業の種類

松山広域都市計画道路事業３・２・３号来住余戸線（愛媛県松山市古川南三丁目地内）

３ 収用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の

権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用しようとす
る土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

愛媛県松
山市古川
南三丁目

不明。
ただし、
次の全部
又は一部

別記のとおり

１３５５番１ 雑種地 雑種地

田

１，５９３ 雑種地
１，６４３．９８

田
１，６３５．０７

ただし、
各筆毎の
面積は不
明。

雑種地
１５０．８１

田
２．９０

ただし、各筆
毎の面積は不
明。

─── ─── ──────

１３５６番 田 ７１７ ─── ─── ──────

１３５８番の
一部 田 ３４０ ─── ─── ──────

１４８３番 原野 ３９ ─── ─── ──────

１４９０番 山林 １８１ ─── ─── ──────

別記

不明。ただし、次の者の全部又は一部。
愛媛県松山市古川南三丁目１３５５番１の登記名義人

愛媛県松山市古川西三丁目５番１５号 アルカンシエル８０１号 今 村 御 酒
愛媛県松山市古川南三丁目１３５６番及び１３５８番の登記名義人

愛媛県松山市古川西三丁目３番１５号 松 本 香
愛媛県松山市古川南三丁目１４８３番及び１４９０番の登記名義人

愛媛県松山市石手白石甲１７０番地 今 村 茂 久

平成２５年６月２１日 発行
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